
政
令
第
三
百
八
十
六
号

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
並
び
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
六
条
の

十
及
び
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
の
六
第
一

項
及
び
第
三
項
、
第
八
十
七
条
第
十
一
項
、
第
八
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
九
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
登
録
調
査
機
関
」
を
「
登
録
調
査
機
関
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「

（
法
第
七
十
六
条
の
十
及
び
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
住
宅
）



第
十
五
条
の
二

法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
住
宅
は
、
一
戸
建
て
の
住
宅
と
す
る
。

第
二
十
条
中
「
第
七
十
五
条
第
六
項
」
を
「
第
七
十
五
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
特
定
住
宅
の
戸
数
の
要
件
）

第
二
十
条
の
二

法
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
数
は
、
一
年
間
に
新
築
す
る
特
定
住
宅
の
戸
数
が
百
五
十
戸

と
す
る
。

（
住
宅
事
業
建
築
主
に
対
す
る
命
令
に
際
し
意
見
を
聴
く
審
議
会
）

第
二
十
条
の
三

法
第
七
十
六
条
の
六
第
三
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
社
会
資
本
整
備
審
議
会
と
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
第
七
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
七
十
五
条
第
五
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
八
十
七
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
宅
事
業
建
築
主
に
対
し
、
そ
の
新
築

す
る
特
定
住
宅
に
つ
き
、
次
の
事
項
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

新
築
し
た
特
定
住
宅
の
戸
数

二

住
宅
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
及
び
住
宅
に
設
け
る
空
気
調
和
設
備
等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効



率
的
利
用
の
た
め
に
特
定
住
宅
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
及
び
そ
の
向
上
に
関
す
る
事
項

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
八
十
七
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
職
員
に
、
住
宅
事
業
建
築
主
の
事
務
所
そ
の
他
の

事
業
場
又
は
住
宅
事
業
建
築
主
の
新
築
す
る
特
定
住
宅
若
し
く
は
特
定
住
宅
の
工
事
現
場
に
立
ち
入
り
、
当
該
特
定
住
宅
の

外
壁
、
窓
等
及
び
当
該
特
定
住
宅
に
設
け
る
空
気
調
和
設
備
等
並
び
に
こ
れ
ら
に
使
用
す
る
建
築
材
料
並
び
に
設
計
図
書
、

帳
簿
そ
の
他
の
関
係
書
類
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条
中
「
第
八
十
七
条
第
十
一
項
」
を
「
第
八
十
七
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

七

法
第
七
十
六
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
講
習
を
受
け
よ

一
万
六
千
八
百
円

う
と
す
る
者

第
三
十
四
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
五
章
第
二
節
及
び
第
八
十
七
条
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
そ
の
建
築
物
調
査
の

業
務
を
一
の
地
方
整
備
局
又
は
北
海
道
開
発
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
お
い
て
行
う
登
録
建
築
物
調
査
機
関
に
係
る
も
の
は

、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣



が
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
社
会
資
本
整
備
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

社
会
資
本
整
備
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第

四
十
九
号
）
第
七
十
六
条
の
六
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
建
築
分
科
会
の
項
第
二
号
中
「
に
よ
り
」
の
下
に
「
、
並
び
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
」
を
加
え
る
。


